
一
方
的
に
「
免
税
事
業
者
を

選
択
す
る
よ
う
で
す
と
消
費

税
相
当
分
を
取
引
価
格
か
ら

差
し
引
き
ま
す
よ
」
と
通
告

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
！

先
般
、
農
家
（
商

工
新
聞
読
者
）
か
ら
、

「
米
を
お
ろ
し
て
い

る
取
引
先
か
ら
、
６

月

１

３

日

付

け

で

『
適
格
請
求
書
発
行

事
業
者
番
号
に
つ
い
て
』
と
表
し
て

の
文
書
が
届
い
た
。
そ
の
中
身
を
見

る
と
、
『
イ
ン
ボ
イ
ス
へ
登
録
さ
れ

て
い
な
い
生
産
者
の
方
に
関
し
ま
し

て
は
、
２
０
２
３
年
１
０
月
１
日
以

降
の
入
庫
分
か
ら
買
取
価
格
か
ら
消

費
税
を
差
し
引
い
た
価
格
を
お
支
払

い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
」
と
の

内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は

大
変
な
こ
と
だ
、
他
に
似
た
よ
う
な

こ
と
が
起
き
て
い
ま
せ
ん
か
」
と
相

談
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
件
に
関
し
、
公
正
取
引
委
員

会
が
関
係
省
庁
と
共
同
で
作
成
し
た

『
イ
ン
ボ
イ
ス
Ｑ
＆
Ａ
』
に
よ
り
ま

す
と
、
「
発
注
事
業
者
（
課
税
事
業

者
）
が
、
経
過
措
置
に
よ
り
一
定
の

範
囲
で
仕
入
税
額
控
除
が
認
め
ら
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
引
先

の
免
税
事
業
者
に
対
し
、
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
の
実
施
後
も
課
税
事
業
者
に

転
換
せ
ず
、
免
税
事
業
者
を
選
択
す

る
場
合
に
は
、
消
費
税
相
当
額
を
取

引
価
格
か
ら
引
き
下
げ
る
と
一
方
的

に
通
告
し
た
場
合
。
独
占
禁
止
法
上

新
規
会
員
募
集
中
！

又
は
下
請
法
上
問
題
な
る
お
そ
れ
が

あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

早
速
、
相
談
者
に
は
「
そ
の
資
料

を
も
と
に
交
渉
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
」
と
助
言
致
し
ま
し
た
。

さ
て
こ
う
し
た
文
書
が
送
ら
れ
て

き
た
こ
と
は
初
め
て
の
ケ
ー
ス
で
す
。

ま
た
こ
れ
か
ら
こ
の
よ
う
な
こ
と

が
頻
繁
に
現
れ
て
く
る
こ
と
と
思
い

ま
す
。

ぜ
ひ
民
商
に
こ
う
し
た
情
報
及
び

相
談
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

【
続
報
】
小
千
谷
市
議
会
、

魚
沼
市
議
会
・
「
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る
」

請
願
の
採
決
が
行
わ
れ
ま
し

た
！

小
千
谷
市
議
会

議
長

上
村
行
雄
議
員

賛
成
（
５
名
）

高
木
健
太
議
員

内
山
博
志
議
員

駒
井
和
彦
議
員

佐
藤
隆
一
議
員

長
谷
川
有
理
議
員

反
対
（
１
０
名
）
廣
井
良
宣
議
員

佐
藤
勝
義
議
員

和
田
忠
篤
議
員

佐
藤
瑞
穂
議
員

平
澤

智
議
員

阿
部
守
男
議
員

住
安
康
一
議
員

森
本
恵
理
子
議
員

久
保
田
陽
一
議
員

田
中

淳
議
員

６
月
２
６
日
、
小
千
谷
市
議
会
（
最

終
日
）
に
て
、
「
消
費
税
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る
」
請

願
の
採
決
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

賛
成
５
名
、
反
対
１
０
名
で
不
採

択
の
結
果
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
日

の
討
論
に
つ
い
て
賛
成
討
論
は
内
山

博
志
議
員
、
佐
藤
隆
一
議
員
の
２
名

で
、
反
対
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
反
対
議
員
は
何
に
基
づ
い
て
反

対
の
態
度
を
取
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
っ
た
く
不
思
議
で
な
り
ま
せ
ん
。

魚
沼
市
議
会

紹
介
議
員

大
平
恭
児
議
員

産
業
厚
生
委
員
会
（
９
名
）

委
員
長

佐
藤

肇
議
員

賛
成
（
２
名
）

佐
藤
達
雄
議
員

高
野
甲
子
雄
議
員

反
対
（
６
名
）

渡
辺
一
美
議
員

浅
井
宏
昭
議
員

大
桃
俊
彦
議
員

富
永
三
千
敏
議
員

志
田

貢
議
員

佐
藤
敏
雄
議
員

６
月
２
７
日
、
魚
沼
市
議
会
・
産

業
厚
生
委
員
会
に
て
、
「
消
費
税
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る
」

請
願
が
付
託
さ
れ
、
須
田
局
長
か
ら

約
３
０
分
間
の
請
願
趣
旨
説
明
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
に
請
願
者
へ
の
質
疑
が
行委員会の場にて、消費税のそもそも論、インボイスの本質を告発しました！

２
０
２
３
年

７
月

３
日

第
２
３
５
２
号

〒 946-0032
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行
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わ
れ
ま
し
た
。
浅
井
宏
昭
議
員
、
大

桃
俊
彦
議
員
、
富
永
三
千
敏
議
員
、

渡
辺
一
美
議
員
、
佐
藤
達
雄
議
員
の

５
人
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

討
論
で
は
佐
藤
達
雄
議
員
か
ら
賛

成
討
論
。
渡
辺
一
美
議
員
か
ら
反
対

討
論
が
行
わ
れ
、
請
願
採
決
は
賛
成

２
名
、
反
対
６
名
で
不
採
択
の
結
果

と
な
り
ま
し
た
。
誠
に
残
念
な
結
果

と
な
り
ま
し
た
。

さ
て
最
終
結
論
は
７
月
４
日
の
本

会
議
と
な
り
ま
し
た
。
ぜ
ひ
多
く
の

方
か
ら
の
傍
聴
を
宜
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。

本
会
議
（
最
終
日
）

日
時

７
月

４
日
（
火
）

１
０
時
０
０
分

支
部
主
催
の
記
帳
会
に
参
加

し
ま
し
ょ
う
！

私
た
ち
の
営
業
と

暮
ら
し
を
守
る
に
は

や
は
り
日
常
的
な
自

主
記
帳
・
自
主
計
算

は
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

支
部
主
催
の
記
帳
会
の
集
ま
り
を

ご
紹
介
致
し
ま
す
。
ま
た
支
部
間
を

超
え
て
の
参
加
は
大
歓
迎
で
す
。

ぜ
ひ
仲
間
を
誘
い
合
っ
て
会
場
に

足
を
運
び
ま
し
ょ
う
。

小
千
谷
・
川
口
パ
ソ
コ
ン
教
室

日
時

６
月
３
０
日
（
金
）

１
９
時
３
０
分

会
場

杵
渕
ガ
ー
デ
ン
事
務
所

大
和
パ
ソ
コ
ン
教
室

日
時

７
月
１
９
日
（
水
）

１
４
時
０
０
分

会
場

金
井
代
表
の
お
店

塩
沢
記
帳
勉
強
会

日
時

７
月
２
２
日
（
土
）

１
４
時
０
０
分

会
場

中
澤
会
長
宅

六
日
町
記
帳
勉
強
会

日
時

７
月
２
４
日
（
月
）

１
９
時
０
０
分

会
場

髙
橋
支
部
長
宅

源
泉
所
得
税
納
付
（
特
例
）

勉
強
会
の
お
知
ら
せ
！

今
年
１
～

６
月
ま
で
に

支
払
っ
た
給

与
等
か
ら
源

泉
徴
収
し
た

所
得
税
及
び

復
興
特
別
所

得
税
の
納
付
期
限
が
迫
っ
て
き
ま
し

た
。
７
月
１
０
日
（
月
）
迄
が
納
付

期
限
で
す
。

次
の
通
り
に
勉
強
会
を
開
き
ま
す

の
で
、
ご
都
合
の
付
く
会
場
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

小
出
会
場

日
時

７
月

３
日
（
月
）

１
４
時
０
０
分

会
場

魚
沼
民
商
事
務
所

小
千
谷
会
場

日
時

７
月

５
日
（
水
）

１
５
時
０
０
分

会
場

サ
ン
ラ
ッ
ク
お
ぢ
や

六
日
町
会
場

日
時

７
月

６
日
（
木
）

１
５
時
０
０
分

会
場

大
巻
地
域
開
発
セ
ン
タ
ー

会
費
は
十
五
日
集
金
を

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

七
夕
を
飾
り
ま
し
た
。

み
ん
な
の
願
い
を
短
冊
に
！

法律相談のお知らせ
日 時 ７月 １１日（火）

午後１時より

会 場 民商事務所

弁護士 大澤 理尋 先生

（新潟中央法律事務所）

相談料 ３，０００円

※ 事前の予約制です。早めに事務所

までご連絡ください。


